
 

 
財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体

財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの

法律により禁じられています。 

議事要旨(3) 後発事象に関する会計基準の検討について 

 

冒頭、都常勤委員より、後発事象に関する会計基準の検討について、今後の予定と今回

審議すべき論点の概要の説明がなされた。引き続き、神谷専門研究員より、説明資料［審

議事項(3)-2］及び［審議事項(3)-3］に基づき、文案の内容及びディスカッションポイン

トを中心に説明がなされた。 

説明に対する委員からの主な質問や意見と、それらに対する事務局からの説明は次のと

おりである。 

 

§ ある委員より、「公表承認日」の取扱いについて、結論の背景ではなく、基準本文で

明確にすべきではないかとの意見があった。また、「公表承認日」の会社法上の取扱

い、監査上の取扱いについて、追加の検討が必要ではないかとの意見があった。これ

に対し、事務局より反映できるように検討したい旨の回答がなされた。また、同委員

より「後発事象」の定義の記載ぶり、及び具体的な例示の記載の要否について質問が

なされた。これに対し、事務局より、定義に関する文案の検討内容について説明がな

された。また、具体的な例示の要否については、今後文案に含めて行くことを検討し

ている旨の説明がなされた。 

§ また、ある委員より、会社法の監査制度では、監査役等の監査報告も定められており、

それも含めて検討すべきではないかとの意見があった。これに対して事務局より、会

計基準に法制度の枠組みを組み入れることは難しいが、対応可能な面があれば反映さ

せることを検討する旨の回答がなされた。 

§ さらに、別の委員より、会社法計算書類の公表承認日以後有価証券報告書に含まれる

財務諸表の公表承認日までに発生した後発事象の取扱いについて、修正後発事象とし

て取り扱った場合の実務上の考えられる懸念事項について質問があった。これに対し、

事務局より検討する旨の回答がなされた。 

§ また、別の委員より、修正後発事象と誤謬との関係について質問がなされた。これに

対し、事務局より両者の関係について「結論の背景」で記載することを検討したいと

の説明がなされた。 

 

以 上 


